
リスクアセスメントに取り組んでいますか。

チェックリストを活用しませんか。

中村労働衛生コンサルタント事務所
所⾧ 中 村 寿 雄
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伏越管路のイメージ図

埼玉県行田市で下水道の点検作業中、作業員４名がマン
ホールに転落し死亡
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・作業主任者
・特別教育
・作業標準
・KY
・保護具
・換気
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令和６年労働災害発生状況について
令和７年５月30日厚生労働省労働基準局安全衛生部安全課

死亡者数は、⾧期的に減少傾向にあり、過去最少となった。
休業４日以上の死傷者数は、近年、増加傾向にあり、４年連続で増加した。
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休業4日以上の死傷災害休業4日以上の死傷災害
事故の型別の死傷者数は、転倒、動作の反動・無理な動作等で増加
し、はさまれ・巻き込まれ、切れ・こすれ等で減少した。
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高年齢労働者の労働災害について高年齢労働者の労働災害について
高齢者の就労と被災状況（令和６年）
雇用者全体に占める60歳以上の高齢者の割合は19.1%(令和６年) 
労働災害による休業4日以上の死傷者数に占める60歳以上の高齢者の割合は30.0%(同)

6



事故の型別・年齢階層別・男女別の度数率
（令和６年）
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リスクアセスメントの基本手順
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危険源（危険性又は有害性）の特定

リスクの見積り

リスク低減のための優先度の設定
リスク低減措置の内容

リスク低減措置の実施

手順１

手順２

手順３

手順４



危 険 源 人

危険状態

安全方策の不足・不適切・不具合

負傷・疾病

（不安全）状態 （不安全）行動

管理的要因

危険事象

危険源から負傷又は疾病に至るプロセス

接触

ヒヤリ・
ハット

9

回避で
きた

回避失敗

ＫＹ
回避訓練



危険源の分類例
１．機械的な危険源
２．電気的な危険源
３．熱的な危険源
４．騒音による危険源
５．振動による危険源
６．放射による危険源
７．材料および物質による危険源
８．機械の設計時における人間工学原則無視による危険源
９．滑り、つまづき及び墜落の危険源
10．危険源の組み合わせ
11．機械が使用される環境に関連する危険源
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高さという位置エネルギーが
あれば墜落の危険源とみる
危険状態とは、危険源と人が接触すること。
屋根の上に人がいる状態が危険状態

危険事象の例
・身を乗り出しすぎて
・足を滑らせて
・梯子が動いて
・風にあおられて
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他の作業者や機械
の動作が、思いも
よらない危険事象
のきっかけとなる。



最悪のリスクアセスメント

•自分たちが危ないと思っているものだけを対象
として実施する（ＫＹとは異なる）

◆多くの事業場の実態
•労働災害が発生すると、その危険源や作業は
リスクアセスメントの対象として、考えられて
いなかった。
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原料投入作業の危険源は？

状況：
あなたは、水の入ったタンクに原料（粉体）を投入している。

危険源に注目して、
災害に至るシナリ
オを考えます。
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危険予知の場合

1. 危険を「危険要因」と「現象」の組み合わせで表現する
○○なので、△△になる
○○して、△△になる
○○なので○○して、△△する

2. 「現象」は事故の型で言い切ろう

3. 「危険要因」はできるだけ（不安全な行動）と（不安全
な状態）の組合せで表現しよう

A) 感受性を鋭くする
B) 集中力を高める
C) 実践への意欲を強める

ヒューマンエラーの防止
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危険性又は有害性等の調査等に関する指針について
（2006年3月10日）

別添４の例１（マトリクスを用いた方法）

結果が「致命的」な災害
は、すべてリスクレベル
が「高」となる。

ある程度、発生の可能性
を下げてもリスクは
「高」のままである。

見本として例示
されたもの
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内容頻度

1日に1回程度頻 繁

週に1回程度時 々

半年に1回程度滅多にない

内容可能性
安全管理対策がなされていない。表示や標識があっても不備が多い状態。確実である

防護柵や防護カバー、その他安全装置がない。たとえあったとしても相当
不備がある。非常停止装置や表示・標識類はひととおり設置されている。

可能性が高い

防護柵・防護カバーあるいは安全装置等は設置されているが、柵が低いま
たは隙間が大きい等の不備がある。危険領域への侵入やハザードとの接触
が否定できない。

可能性がある

防護柵・防護カバーで覆われ、かつ安全装置が設置され、危険領域への立
ち入りが困難な状態。

ほとんどない

中災防：発生の可能性の度合いを2つの要素に分けた

危険状態が生じる頻度の区分例

危険状態が生じる頻度の区分例

中災防、職⾧教育テキストより

（作業が行われる頻度ではない）
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（1）負傷又は疾病の重篤度の区分

災害の程度・内容の目安重篤度（災害の程度）
切断、重症破断、中毒、致死的外傷、職業ガン、重篤寿命短縮疾病致命的・重大 ×
裂傷、火傷、重篤捻挫、軽微な破断、難聴、皮膚炎、喘息、腱鞘炎、
永続的な軽微能力障害中程度 △

表面的障害、軽い傷・打僕、ダストによる目の刺激、頭痛等の刺激、
一時的不全感軽度 ○

（2）負傷又は疾病の発生の度合いの区分

内容の目安発生可能性の度合
・毎日頻繁に危険性又は有害性に接近するもの発生の可能性がある
・かなりの注意力でも災害につながり、回避困難なもの×
・故障、修理、調整等の非定常的な作業で、危険性又は有害性

発生の可能性が少ない
に時々接近するもの
・うっかりしていると災害になるもの△
・危険性又は有害性の付近に立ち入ったり、接近することはめった発生の可能性が極めて少

ない にないもの
・通常の状態では災害にならないもの○

他のリスクの見積り例（マトリクス法）
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負傷又は疾病の重篤度
軽度 ○中程度 △致命的・重大 ×

ⅢⅣⅤ
発生の可能性がある

×

ⅡⅢⅣ
発生の可能性が少ない

△

ⅠⅡⅢ
発生の可能性が極めて少ない

○

他のリスクの見積り例（マトリクス法）
（3）リスクの見積り

（4）優先度の決定及びリスク低減措置実施の程度
リスク低減措置実施の程度リスクの程度

措置を講ずるまで作業停止する必要がある。耐えられないリスクⅤ

十分な経営資源（費用と労力）を投入する必要がある。実質的なリスクⅣ

費用が確保されるまで暫定的な措置を実施し、費用を
確保した後は速やかにリスク低減措置を実施する必要
がある。

中程度のリスクⅢ

リスクに対応した暫定的な措置を直ちに実施し、計画
的に経営資源（費用と労力）を投入する必要がある。

耐えられるリスクⅡ

必要に応じてリスク低減措置を実施する。些細なリスクⅠ
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リスク低減措置の実施

リスク低減措置は、基本的に次の優先順位で検討、合
理的に選択した方法を実施します。

1. 設計や計画の段階における危険な作業の廃止、変更
など

2. 機械設備の防護板の設置・インターロックの設置等
の工学的な対策

3. 教育訓練・マニュアルの整備等の管理的対策
4. 保護手袋など個人用保護具の使用



製造現場の意図的なルール違反とリス
クアセスメント反映手法（提案）

軽症重症重度の障害
危険の重大性
危害に至る可能
性

ⅡⅢⅣ可能性が高い

ⅡⅢⅣ可能性がある

Ⅰ
Ⅱ

「B」の場合
Ⅲ

「A」の場合
可能性がほとん
どない

※ 向殿SWG（サブワーキンググループ）2019年、中災防
それ以降のリスクアセスメントの方法は、通達に示された方法と変わりはない。
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「高年齢労働者の安全と健康確保のためのガイドライ
ン」の策定について 令和2年3月16日
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「高年齢労働者の安全と健康確保のためのガイ
ドライン」の策定について 令和2年3月16日

 エイジアクション１００高年齢労働者の安全と健康確保のためのチェックリスト
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◆加齢に伴って大幅に落ちる能力と、それほど落ちない能力がある。 24

機能の低下
・平行機能
・バランス
・視力
・張力
・疲労回復

（資料）向老者の心身機能の特性

20～24歳ないし最高期を基準として
みた、55～59歳の年齢者の各種機能
水準の相対関係
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本マニュアルにより、
１．作業ごとに労働者がばく露される物質
の濃度を測定することなくその作業に
おけるリスクアセスメントを実施でき
ること

２．定められた措置を適切に実施すること
で、その作業において、リスク低減措
置を実施することができることとなり
ます。
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労働災害が起こったら何をすべき？

１．労災事故の発生
①事実関係の整理
②証拠の保存・収集（災害現場の保存、安全対策）
③主観的証拠、客観的証拠（現場写真、動画、関係者の証言）
④監督署に事故発生の報告

２．治療の対応
①治療経過の記録化
②意見書の作成
③症状固定時期の見極め

３．労災保険給付の申請
①申請書を監督署に提出する
②会社が拒否した場合には、労働者自身で申請することも可能
③後遺症害等級の認定のためにも必要

４．労災認定結果の検討
認定内容に不満→労働者災害補償保険審査官に対する審査請求

５．使用者に対する損害賠償請求
使用者責任、安全配慮義務違反、損害額の算定

６．損害賠償請求方法の選択
示談、調停、訴訟
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被災者の治療

• まずは、被災者の治療が最優先です。最寄りの労災指定病院等で
治療を受けましょう。

• 重大災害であれば救急車の出動要請、警察への通報、労働基準監
督署に連絡してその後の処置についての指示を仰ぐなどの対処が
必要です。

• 労働災害の治療費は、労災保険から支払われます。
通常の私傷病による治療とは違い健康保険証は使えないので、注
意しましょう。

• 労災指定病院等で治療を受けた場合
治療費は、病院から労働基準監督署に請求。患者は支払いの必要
なし。

• やむを得ず労災指定病院等以外で治療を受けた場合
治療費は、一旦患者が立て替える。後日、その費用が現金で患者
に支給される。
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災害の事実関係を把握する
誰が、いつ、どこで、なぜ災害に遭ったか、現認者（事故を見ていた
人）は誰か、などをできるだけ詳しくメモしておきましょう。

• また、大きな事故では、警察官・監督官の現場検証まで、可能な限り
災害現場の保存に努めることも必要です。

届出・申請をする

• 労働災害が起こったら、労働基準監督署への災害発生
報告や、保険給付を受けるための手続きが必要です。

再発防止策を講じる

• 災害発生の事実関係を把握した後は、同じような災害を繰り返さない
ように、再発防止対策を講じることが大切です。

• 災害の直接的な原因だけでなく、間接的な原因にも目を向けて、どう
すれば災害を防止できるか、未然に防げるかを検討し「労働災害再発
防止対策書」として記録することも重要です。
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